
 

 

 

 

 

令和３年第２回宇都宮市公平委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          日 時  令和３年５月２５日（火）午前１１時００分 

   場 所  宇都宮市役所 議会棟３階 第２委員会室 

 

 

 



 

 

令和３年第２回宇都宮市公平委員会次第 

 

５月２５日（火）午前１１時００分 
宇都宮市役所 議会棟３階 第２委員会室 

 
１ 開 会 

 

２ 議事録署名委員の指定 

 

３ 議事日程の説明 

 

４ 議 事 

日程第１ 議案第６号 宇都宮市教職員協議会の登録事項の変更について 

 

５ その他 

 

６ 閉 会 

 

 



 

議案第６号 

   宇都宮市教職員協議会の登録事項の変更について 

 宇都宮市教職員協議会の登録事項を届出どおり変更する。 

  令和３年５月２５日提出 

 

委員長 白 井 裕 己 

 

職員団体登録事項変更届  別紙のとおり 
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宇都宮市職員団体の登録に関する条例 抄 

（登録の申請） 

第２条 略 

  理事その他の役員の氏名及び住所並びに所属及び職名(職員以外の者にあつては，

その職業) 

 から まで 略 

（登録の通知） 

 第３条 公平委員会は，登録の申請を受けた日から３０日以内に，登録した旨又はし

ない旨を，申請した職員団体に通知しなければならない。 

（規約等の変更又は解散の届出） 

第４条 登録を受けた職員団体は，その規約若しくは第２条第１項に規定する申請書

の記載事項に変更があつたとき，又は解散したときは，その事由を生じた日から 

１０日以内に，公平委員会にその旨を届け出なければならない。 

２ 略 

３ 第１項の規定による届出が規約の変更，役員の選挙その他これらに準ずる重要な

行為に係るときは，それらの行為が法第５３条第３項の規定に従い決定されたこと

並びにその投票の日，場所及び投票の結果を証明する書類を添付しなければならな

い。 

 ４ 前条の規定は，規約又は第２条第１項に規定する申請書の記載事項の変更の届出

の場合に準用する。 

 
地方公務員法 抄 

（職員団体の登録） 

第５３条 略 

２ 略 

３ 職員団体が登録される資格を有し，及び引き続き登録されているためには，規約

の作成又は変更，役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が，すべての構成員

が平等に参加する機会を有する直接且つ秘密の投票による全員の過半数（役員の選

挙については，投票者の過半数）によつて決定される旨の手続を定め，且つ，現実

に，その手続によりこれらの重要な行為が決定されることを必要とする。但し，連

合体である職員団体にあつては，すべての構成員が平等に参加する機会を有する構

成団体ごとの直接且つ秘密の投票による投票者の過半数で代議員を選挙し，すべて

の代議員が平等に参加する機会を有する直接且つ秘密の投票によるその全員の過半

数（役員の選挙については，投票者の過半数）によつて決定される旨の手続を定め，

且つ，現実に，その手続により決定されることをもつて足りるものとする。 

４から１０まで 略 

参考条文 

16


